
第４部 都道府県知事所轄の学校等の設置廃止に係る寄附行為変更認可申請 
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 １．都道府県知事所轄の学校等の設置に係る寄附行為変更認可申請書類の作成 

  について 

 

 

 文部科学大臣所轄の学校法人が，①新たに都道府県知事所轄の私立学校，私立専修学校又は私

立各種学校を設置する場合，②都道府県知事所轄の私立学校又は私立専修学校に新たに課程等（課程，

学科または部）を設置する場合に係る寄附行為変更認可申請書類については，私立学校法施行令（昭

和 25 年政令第 31 号）第３条第１項第１号及び同条第２項により，都道府県知事から文部科学大臣へ

の進達が必要となりますので，申請書類については，当該学校を設置している都道府県に提出してく

ださい。また，別途学校教育法に基づく設置認可申請書を都道府県に提出してください。認定こども

園のうち，指定都市等の区域内に関する新設，廃止等にかかる寄附行為変更認可申請については，指

定都市等からの進達が必要になります。御不明な点がある場合は，私学部私学行政課法人係に御相談

ください。 

 申請書類の作成に当たっては，「私立学校法施行規則（昭和 25 年文部省令第 12 号）」，「学校法

人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等（平成６年文部省告示第 117 号）」をよく読んだ上

で，以下の点に留意し作成してください。可能な限り，電子媒体での提出に御協力願います。 

 なお，申請（都道府県経由で文部科学省に到達後）から認可までは概ね２ヶ月程度要しますが，申

請内容の適否や書類上の不備等により認可まで２ヶ月以上期間を要する場合がありますので，都道府

県担当者とよく御相談の上，余裕をもって申請してください。 

 

 

１ 提出書類の種類及び提出部数 

 

  (1) 正 本  １部 

  (2) 副 本  １部  

 

 

２ 提出先 

 

 学校法人が都道府県（私立学校担当部署）に申請書を提出し，都道府県（私立学校担当部署）

は私学部私学行政課法人係へ進達文を添えて申請書を提出してください。 

 

 

３ 正本の作成について 

 

寄附行為変更認可申請書の正本については，「○ 一般注意事項について」の「３ 申請書類等

の提出」を参照の上，提出をお願いします。 
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４ 申請書類について 

 

○ 次の(1)から(15)までの書類を一つの電子ファイル（PDF）にし，INDEX ごとにしおりを付 

して提出してください。 

○ 各様式の作成に当たっては，「第７部 各様式の作成上の注意点」を参照。 

○ ファイル名は「提出年月日＋【法人名】知事所轄の学校等の設置に係る寄附行為変更認可申

請書」としてください。提出年月日は申請書日付ではなく，実際に提出した日としてください。 

（例）20231001【○○学園】知事所轄の学校等の設置に係る寄附行為変更認可申請書 

 

  (1) 学校法人寄附行為変更認可申請書（様式第１－２号） 

 

  (2) 寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類 

     この書類は，作成例を参考に作成するとともに，「新旧の比較対照表」を添付してください。 

 

（作成例） 

 

寄 附 行 為 変 更 の 条 項 及 び 事 由 

 

  この法人は，従来，大学，高等学校及び中学校を経営してきたが，今回新たに 

 ○○小学校を設置することとなったので，これに伴い寄附行為を次のとおり変更する。 

 

 １．第４条中，第５号として次の１号を加える。 

   ○○小学校 

  （事由）………………………………………。 

 

 ２．第６条第１項第１号中，「理事５人」を「理事６人」に改める。 

  （事由）………………………………………。 

 

 ３．附則として次の附則を加える。 

 

    附 則 

 

  【例】 令和 年 月 日文部科学大臣認可のこの寄附行為は，令和○年○月○日 

     から施行する。 

              

       この寄附行為は，文部科学大臣の認可の日（令和 年 月 日）から施行 

          する。 

 

  （事由）施行日を明確にするため。 
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新 旧 の 比 較 対 照 表 

                新                                  旧                  

 

 （設置する学校） 
  第４条 この法人は，前条の目的を達成 
   するため，次に掲げる学校を設置する。 
 
   (1) ○○大学 ○○学部 ○○学科 
   (2) ○○高等学校 全日制課程普通科 
   (3) ○○中学校 
   (4) ○○小学校 
 
 （役 員） 
  第６条 この法人に次の役員を置く。 
   (1) 理事 ６人 
   (2) 監事 ２人 
 
 ２ 理事のうち１人を理事長とし，理事総 

 数の過半数の議決により選任する。理事  

長の職を解任するときも，同様とする。 
 
     附 則 
 【例】 
   令和 年 月 日文部科学大臣認可のこ

の寄附行為は，令和○年○月○日から施行

する。 
   この寄附行為は，文部科学大臣の認可 

   の日（令和 年 月 日）から施行する。 

 

 （設置する学校） 
  第４条 この法人は，前条の目的を達成 
   するため，次に掲げる学校を設置する。 
 
   (1) ○○大学 ○○学部 ○○学科 
   (2) ○○高等学校 全日制課程普通科 
   (3) ○○中学校 
   （新設） 
 
 （役 員） 
  第６条 この法人に次の役員を置く。 
   (1) 理事 ５人 
   (2) 監事 ２人 
 
 ２ 理事のうち１人を理事長とし，理事総 

 数の過半数の議決により選任する。理事  

長の職を解任するときも，同様とする。 
 
  

 

 

 

  （注） 変更に係る条文のみを記載し，変更箇所は朱書き又は傍線を引き明示してください。 

    （注） 文部科学大臣認可の日は空欄（例：令和  年  月  日）にしてください。 

 

 

    (3) 当該学校法人の概要を記載した書類（様式第２－２号） 

    ※ 寄附行為変更により役員及び評議員数，選任条項に変更がある場合は，第７部の記載例

を参考に様式を変更して作成してください。 

 

  (4) 寄附行為所定の手続を経たことを証する書類    

  理事会及び評議員会において，学校等の設置に伴う寄附行為の変更の決議等をしたことが

分かる議事録又は決議録の写し（以下の注記を参照）を提出してください。 

（注） 

・当該議事の際に使用した資料をそれぞれ添付してください。なお，理事会と評議員会

の資料が同一の場合は，そのことが分かるように記載してください。 

・書面をもって意思表示した者を含めて会議成立の要件を満たす場合には当該書面の写

しも添付してください。 

・議事録については，原本同様議事録署名人の欄に署名若しくは記名押印されたものの

写し，又は原本と相違ない旨理事長名で証明いただいたものの写し（公印不要，抄本

可）を添付してください。 
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  (5) 現行の寄附行為  

 

   (6) 経費の見積り及び資金計画を記載した書類（様式第４号） 

       ① 設置経費及び経常経費並びにその支払い計画を記載した書類（様式第４号その１） 

    ②  設置経費の算出基礎表（様式第４号その２） 

    ③  転共用計画表（様式第４号その３） 

    ④  設置経費及び経常経費の財源の調達方法を記載した書類（様式第４号その４）  

    （注）②，③は「(14)校地校舎等の整備の内容を明らかにする図面，③校舎の平面図」の建物ご

とにおける使用区分と整合することを確認してください。 

 

   (7) 当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類（様式第５号）  

 

   (8) 開設年度の前々年度の財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類，

貸借対照表及び収支決算書並びに開設年度の前年度の予算書（様式第６号及び様式第７号そ

の２） 

       ① 財産目録（様式第６号その１）        

この書類には必ず(9)の書類を添付してください。 

    ②  財産目録総括表（様式第６号その２） 

    ③  貸借対照表 

      ④ 収支予（決）算書（様式第７号その２） 

           ※開設の前々年度の収支決算書及び開設前年度の収支予算書 

  （注） 

・財産目録と収支予（決）算書は必ず定められた様式で提出してください。 

     各学校法人が予算又は決算の時に作成する書類では受付できません。 

    ・収支予（決）算書は学校法人会計基準に準拠して作成してください。 

 

   (9) 財産目録について公認会計士の監査の結果を記載した書類 

       ※ 「(8)財産目録（様式第６号その１）」に添付しているため，省略することができます。 

      財産目録について公認会計士の監査の結果を記載した書類については，申請書類に含めて

電子媒体で提出してください。紙媒体を郵送いただく必要はありませんが，原本の提出を

求めることがありますので，その際は速やかに郵送により提出してください。 

  （注）「(8)財産目録（様式第６号その１）」について監査をした結果を記載した書類を添付し

てください。私立学校振興助成法に基づく監査報告書ではありません。 

 

  (10)  不動産その他の主なる財産については，その評価をする十分な資格を有する者の作成した

価格評価書  

設置する学校等に係る不動産その他の主なる財産については，現物寄附を受けた財産又は

借用財産について評価を受けた場合及び校地の再評価を受けた場合等に添付してください。  

  新たに財産を取得した場合等，評価を必要としない場合には省略することができます。 
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  (11) 開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度までの事業計画及び

これに伴う予算書（様式第７号） 

      ① 事業計画（様式第７号その１） 

      ② 収支予算書（様式第７号その２）※開設年度の前年度から完成年度までの収支予算書 

  （注） 

・収支予算書は必ず定められた様式で提出してください。 

     学校法人の予算書では受付できません。 

    ・収支予算書は学校法人会計基準に準拠して作成してください。 

 

  (12) 予算書の内容を補足する書類（様式第１０号） 

     ① 資金収支予算決算総括表（様式第１０号その１） 

     ②  事業活動収支予算決算総括表（様式第１０号その２） 

     ③  学生納付金内訳表（様式第１０号その３） 

      ④  専任教職員等給与内訳表（様式第１０号その４） 

（注）借入金等利息支出及び借入金等返済支出の金額が，様式第８号の金額と整合しているか  

    確認してください。 

 

  (13) 負債がある場合又は借入れを予定する場合は，その償還計画書（様式第８号）  

 

 (14) 校地校舎等の整備の内容を明らかにする図面 

     ① 私立大学等の位置及び校地の状況を明らかにする図面 

      ※ 作成例を参考に作成してください。 

     ② 校舎その他の建物の配置図 

      ※ ②の書類は，①の書類に包含される場合，添付を省略することができます。 

     ③ 校舎の平面図 

※ ③の書類は，任意の書式で作成し，共用となる施設がある場合等は，使用区分ごと

に色分けし，使用区分ごと・フロアごとに面積を記載（フロアが複数ある場合は各建

物における使用区分ごとの合計面積も記載）してください。 

        なお，使用区分ごとの色分けは，転共用計画（様式第４号その３）に記載した区分  

             と整合します。 

 ※ ②と③の書類は，申請の対象となる学校等の施設のみで構いません。 
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   （作成例）       私立学校の位置及び校地の状況を明らかにする図面 

 

   （注） 

     (ｱ) 校地の面積は所有，借用別に記入してください。 

     (ｲ) 登記簿上の面積と実測面積が異なる場合は実測面積を併記してください。 

     (ｳ) ①には全ての設置校に係る図面を記入いただき，学校ごとの使用区分を明らかにし，

校地，校舎面積を団地 ごとに記入してください。 

     (ｴ) 校舎については，建築中及び建築予定校舎等を含め各棟ごとに次ページの要件を記入 

してください。 

           建物の種類別 － 校舎，図書館，体育館，講堂，実習工場，寄宿舎等 

           構  造  別 － 鉄筋，鉄骨，木造，プレハブ等 

           階  層  別 － 平家建，２階建，３階建等 

 

  (15) 事務担当者連絡票 

      申請書類の内容について照会する場合がありますので，次の事項を明記したもの（Ａ４版,

様式任意）を提出してください。①担当者の所属部署，役職，②氏名（ふりがな），③電話

番号，④メールアドレス，⑤申請者に対し書類を送付する場合の送付先（郵便番号，住所）。 

 

  (16) その他・・・必要に応じて，参考となる書類を求める場合があります。 

 

 

５ 副本の作成について 

 

     「寄附行為変更認可申請書（様式第１－２号）」と添付書類の「寄附行為変更の条項及び事 

由を記載した書類」並びに「新旧の比較対照表」を別途作成し，綴じ込まずに提出してくださ 

い。 

  この副本は，寄附行為の変更が認可された場合に，登記手続に必要となるため，認証書に綴じ
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て申請者にお渡しするものです。 

 

 

 

６ 登記事項変更登記完了届について 

 

 認可後，私立学校法第 28 条に基づく登記及び私立学校法施行規則第 13 条第２項に基づく届

出が必要となりますので，「第６部 ２．登記完了後の私立学校法施行規則第 13 条第２項に係

る届出について」を参照してください。 

   なお，組合等登記令第３条及び第 24 条により，認可書の到達した時から２週間以内の登記が 

必要ですので，遅滞なく登記を行ってください。 

 ただし，施行期日前は登記ができないことがありますので，その場合は登記所の指示に従っ 

てください。 
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 ２．都道府県知事所轄の学校等の廃止に係る寄附行為変更認可申請書類の作成 

   について 

 

 

 文部科学大臣所轄の学校法人が，①従来設置していた都道府県知事所轄の私立学校，私立専修学校

又は私立各種学校を廃止する場合，②設置している都道府県知事所轄の私立学校又は私立専修学校の

課程等（課程，学科または部）を廃止する場合に係る寄附行為変更認可申請書類については，私立学

校法施行令（昭和 25 年政令第 31 号）第３条第１項第１号及び同条第２項により，都道府県知事から

文部科学大臣への進達が必要となりますので，申請書類については，当該学校を設置している都道府

県に提出してください。また，別途学校等の廃止認可申請書を都道府県に提出してください。認定こ

ども園のうち，指定都市等の区域内に関する新設，廃止等にかかる寄附行為変更認可申請については 

指定都市等からの進達が必要になります。御不明な点がある場合は，私学部私学行政課法人係に御相

談ください。 

 申請書類の作成に当たっては，「私立学校法施行規則（昭和 25 年文部科省令第 12 号）」，「学校

法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等（平成６年文部省告示第 117 号）」をよく読んだ上

で，以下の点に留意し作成してください。可能な限り，電子媒体での提出に御協力願います。 

 なお，申請（都道府県経由で文部科学省に到達後）から認可までは概ね２ヶ月程度要しますが，申

請内容の適否や書類上の不備等により認可まで２ヶ月以上期間を要する場合がありますので，都道府

県担当者とよく御相談の上，余裕をもって申請してください。 

 

 

 

１ 提出書類の種類及び提出部数 

 

   (1)  正 本   １部                      

    (2)  副 本   １部                      

 

 

２ 提出先 

 

 学校法人が都道府県（私立学校担当部署）に申請書を提出し，都道府県（私立学校担当部署）

は私学部私学行政課法人係へ進達文を添えて申請書を提出してください。 

 

 

３ 正本の作成について 

 

寄附行為変更認可申請書の正本については，「○ 一般注意事項について」の「３ 申請書類

等の提出」を参照の上，提出をお願いします。 
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４ 申請書類について 

 

  ○ 次の(1)から(10)の書類を一つの電子ファイル（PDF）にし，INDEX ごとにしおりを付して提

出してください。 

    ○ 各様式の作成に当たっては，「第７部 各様式の作成上の注意点」を参照してください。 

○ ファイル名は「提出年月日＋【法人名】知事所轄の学校等の廃止に係る寄附行為変更認可申

請書」としてください。提出年月日は申請書日付ではなく，実際に提出した日としてください。 

（例）20231001【○○学園】知事所轄の学校等の廃止に係る寄附行為変更認可申請書 

 

  (1) 学校法人寄附行為変更認可申請書（様式第１－２号） 

 

  (2) 寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類 

     この書類は，作成例を参考に作成するとともに，「新旧の比較対照表」を添付してください。 

 

 （作成例） 

 

寄 附 行 為 変 更 の 条 項 及 び 事 由 
 
  この法人は，従来，大学，短期大学，高等学校及び中学校を経営してきたが，今回， 
  ○○中学校を廃止することとなったので，これに伴い寄附行為を次のとおり変更する。 
 
 １．第４条中，第４号○○中学校を削る。 
 
  （事由）………………………………………。 
 
 ２．附則として次の附則を加える。 
 
    附 則 
   この寄附行為は，文部科学大臣の認可の日（令和 年 月 日）から施行する。 
 
  （事由）施行日を明確にするため。 

 

 

  
  

 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

 

 

 

新 旧 の 比 較 対 照 表 

 

新 

 

旧 

 

 
 （設置する学校） 
  第４条 この法人は，前条の目的を達成 
   するため，次に掲げる学校を設置する。 
 
   (1) ○○大学 ○○学部 ○○学科 
   (2) ○○短期大学 ○○学科 

 

 
 （設置する学校） 
  第４条 この法人は，前条の目的を達成 
   するため，次に掲げる学校を設置する。 
 
   (1) ○○大学 ○○学部 ○○学科 
   (2) ○○短期大学 ○○学科 
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   (3) ○○高等学校 全日制課程普通科 
   （削除）         
 
 
    附 則 
    この寄附行為は，文部科学大臣の認 
  可の日（令和 年 月 日）から施行 
  する。 

 

   (3) ○○高等学校 全日制課程普通科 
   (4) ○○中学校 
 

 

 

 

 

 

 

  （注）変更に係る条文のみを記載し，変更箇所は朱書き又は傍線を引き明示してください。 

（注）文部科学大臣の認可の日は空欄（例：令和  年  月  日）にしてください。  

 

  (3) 当該学校法人の概要を記載した書類（様式第２－２号）  

     ※ 寄附行為変更により役員及び評議員数，選任条項に変更がある場合は，第７部の記載例

を参考に様式を変更して作成してください。 

 

   (4) 寄附行為所定の手続を経たことを証する書類 

 理事会及び評議員会において，学校等の廃止に伴う寄附行為の変更の決議等をしたことが

分かる議事録又は決議録の写し（以下の注記を参照）を提出してください。 

（注） 

・当該議事の際に使用した資料をそれぞれ添付してください。なお，理事会と評議員会 

の資料が同一の場合は，そのことが分かるように記載してください。 

・書面をもって意思表示した者を含めて会議成立の要件を満たす場合には当該書面の写

しも添付してください。 

・議事録については，原本同様議事録署名人の欄に署名若しくは記名押印されたものの

写し，又は原本と相違ない旨理事長名で証明いただいたものの写し（公印不要，抄本

可）を添付してください。 

    

   (5) 現行の寄附行為 

 

   (6) 当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類（様式第５号）  

 

   (7) 財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類（様式第６号） 

       ① 財産目録（様式第６号その１）        

公認会計士の監査の結果を記載した書類の添付は不要です。 

財産目録は必ず定められた様式で提出してください。 

様式中「新設校」は「廃止校」と読み替えてください。 

    ②  財産目録総括表（様式第６号その２） 

 

   (8) 申請年度から二年間の事業計画及びこれに伴う予算書（様式第７号） 

      ① 事業計画（様式第７号その１） 
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      ② 収支予（決）算書（様式第７号その２） 

(注) 

・必要に応じて，申請年度から三年間の事業計画や予算等について提出を求めることがあり

ます。 

・収支予算書は必ず定められた様式で提出してください。学校法人の予算書では受付できま

せん。 

     ・収支予算書は学校法人会計基準に準拠して作成してください。 

 

    (9) 当該廃止する私立学校若しくは課程等に係る財産の処分に関する事項を記載した書類 

この書類は，次ページの作成例を参考に作成してください。 

 

   （作成例） 
廃止する学校等に係る財産の処分に関する事項を記載した書類 

 

    １ 設置者名 

     学校法人○○○○ 
 

    ２ 設置者の所在地 

     ▲▲県□□市△△１丁目１番１号 

 

    ３ 設置校 

       ○○大学（▲▲県□□市） 

        ■■学部 

        ▽▽学部 

       ●●短期大学（▲▲県□□市） 

        ◆◆学科      

○○高等学校（▲▲県□□市） 

     ○○中学校（▲▲県□□市） 

 

   ４ 廃止する学校等 

          ○○中学校 

 

    ５ 廃止する理由 

      ・ 入学志願者減少に伴う廃止 

 

    ６ 財産の処分等に関する事項 

      (1) 生徒募集停止の時期 

         令和××年度入学者より募集停止 

      (2) 生徒の処置方法（在校生の状況） 

         令和××年×月（ほとんどの場合廃止申請年度の前年度末）までに全員卒業（退 

      学，転校）し，現在生徒はいない。 

          【参考】 

         令和××年度末に在学していた生徒の令和××年×月末の状況 

         ・ ○○中学校 在校生２００名のうち 

                       卒業１９５名 

                       退学  ３名 

                       転校  ２名 

         ・ ○○中学校 在校生２００名全員卒業 
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      (3) 教職員の処置状況 

        【例】・ 教員は×名のうち○○高等学校に×名配置換えをし，×名は退職した。 

           ・  職員は×名全員○○高等学校に×名配置換えをした。 

 

      (4) 施設，設備の処置 

        【例】・ 施設，設備は，全て ○○高等学校に移管した。 

 

    (5) 土地の処置 

 

 

※設置者所在地、設置校の名称等、寄附行為と同一の内容を記載してください。 

 

 

  (10) 事務担当者連絡票 

      申請書類の内容について照会する場合がありますので，次の事項を明記したもの（Ａ４版，

様式任意）を提出してください。①担当者の所属部署，役職，②氏名（ふりがな），③電話

番号，④メールアドレス,⑤申請者に対し書類を送付する場合の送付先（郵便番号，住所）。 

 

   (11) その他・・・必要に応じて，参考となる書類を求める場合があります。 

 

 

５ 副本の作成について 

 

     「寄附行為変更認可申請書（様式第１－２号）」と添付書類の「寄附行為変更の条項及び事由 

  を記載した書類」並びに「新旧の比較対照表」を別途作成し，綴じ込まずに提出してください。 

 この副本は，寄附行為の変更が認可された場合に，登記手続に必要となるため，認証書に綴

じて申請者にお渡しするものです。  

 

 

６ 登記事項変更登記完了届について 

 

   認可後，私立学校法第 28 条に基づく登記及び私立学校法施行規則第 13 条第２項に基づく届出 

   が必要となりますので，「第６部 ２．登記完了後の私立学校法施行規則第 13 条第２項に係る 

   届出について」を参照してください。 

     なお，組合等登記令第３条及び第 24 条により，認可書の到達した時から２週間以内の登記が  

   必要ですので，遅滞なく登記を行ってください。 
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既存の幼稚園を廃止し、認定こども園を設置する際の 

寄附行為変更認可申請における新旧対照表の作成等について 

例：Ａ幼稚園を廃止し、Ｂ認定こども園を設置する場合 

【留意点】 

① 都道府県知事所轄の学校等の設置に係る寄附行為変更認可申請及び

都道府県知事所轄の学校等の廃止に係る寄附行為変更認可申請が必要となる。

※それぞれ私立学校法施行令第三条第一項第一号による進達が必要

② 同時期に申請すること。

③ 両申請で、同じ新旧比較対象表を添付すること。

※欄外に申請区分に係る記載が必要

【Ａ幼稚園廃止の寄附行為変更認可申請書の新旧対照表】 

① 新旧の比較対照表

新 旧 

（目的） 

第３条 この法人は、教育基本法及び学校教

育法並びに就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律に従い、学校教育及び保育

を行い、○○な人材を育成することを

目的とする。 

（設置する学校） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成する

ため、次に掲げる学校を設置する。 

一 ○○大学  大学院 ○○研究科 

○○学部 ○○学科

・・・

六 ○○小学校

（削除） 

七 Ｂ認定こども園 

八 ○○専修学校 ○○高等課程

（目的） 

第３条 この法人は、教育基本法及び学校教

育法に従い、学校教育を行い、○○な

人材を育成することを目的とする。 

（設置する学校） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成する

ため、次に掲げる学校を設置する。 

一 ○○大学  大学院 ○○研究科 

○○学部 ○○学科

・・・

六 ○○小学校

七 Ａ幼稚園 

（新設） 

八 ○○専修学校 ○○高等課程
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附 則 

この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日

（平成  年  月）から施行する。 

※本新旧比較対照表は、Ａ幼稚園の廃止に係る寄附行為変更認可申請書に添付する。 

 

 

 

 

 

【Ｂ認定こども園設置の寄附行為変更認可申請書の新旧対照表】 

新旧の比較対照表 

新 旧 

（目的） 

第３条 この法人は、教育基本法及び学校教

育法並びに就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律に従い、学校教育及び保育

を行い、○○な人材を育成することを

目的とする。 

 

（設置する学校） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成する

ため、次に掲げる学校を設置する。 

一 ○○大学  大学院 ○○研究科 

        ○○学部 ○○学科 

・・・ 

六 ○○小学校 

（削除） 

七 Ｂ認定こども園 

八 ○○専修学校 ○○高等課程 

 

附 則 

この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日

（平成  年  月）から施行する。 

（目的） 

第３条 この法人は、教育基本法及び学校教

育法に従い、学校教育を行い、○○な

人材を育成することを目的とする。 

 

 

 

 

（設置する学校） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成する

ため、次に掲げる学校を設置する。 

一 ○○大学  大学院 ○○研究科 

        ○○学部 ○○学科 

・・・ 

六 ○○小学校 

七 Ａ幼稚園 

（新設） 

八 ○○専修学校 ○○高等課程 

 

※本新旧比較対照表は、Ｂ認定こども園設置に係る寄附行為変更認可申請書に添付する。 

 

廃止する設置校の内容も記載し、

欄外に申請区分を記載すること。 

い 

新設する設置校の内容も記載し、

欄外に申請区分を記載すること。 
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